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○社会教育に関する本町と国の動きとの関連 

 

 本町の動き 国の動き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●昭和 27 年 

教育委員会及び図書館が設置 

↓ 

網走管内教育推進計画をもとに社

会教育の単年度計画を策定 

 

 

●昭和 22 年 教育基本法制定 

 ※第 7 条に「社会教育」が明記 

●昭和 24 年 社会教育法制定 

●昭和 25 年 図書館法制定 

●昭和 26 年 博物館法制定 

●昭和 36 年 スポーツ振興法制定 

 

高度経済成⾧・科学技術の発展・情報化 

↓ 

S51～S60  

 

 

 

 北海道生涯教育推進会議の生涯教育

構想で設定している発達段階区分を参

考に、生活科代を生涯各期に分けて課

題解決のための方法を打ち出した 

●昭和 46 年 社会教育審議会答申 

「急激な社会構造の変化に対処する社

会教育のあり方について」 

 ※生涯学習に関する動きが認識された 

↓ 

●昭和 56 年 中央教育審議会答申 

「生涯教育について」 

 ※生涯学習が教育施策として明確化 

S61～H7 ●昭和 61 年 

美幌町社会教育中期計画策定 

 ※初めて社会教育として生涯学習各

期における社会教育振興上の課題と方

策を打ち出した 

 

●平成３年 

第 2 次美幌町社会教育中期計画策定 

 ※第 1 次計画を受けて社会教育基盤

の整備に重点が置かれた 

 

 

●平成２年 社会教育審議会答申 

「生涯学習振興のための施策の推進体

制等の整備に関する法律」 

 ※生涯学習に関する法的な整備 

 

 

●平成４年 生涯学習審議会答申 

「今後の社会の動向に対応した生涯学

習の振興方策について」 

 ※家庭教育・学校教育・社会教育の３ 

  者が有機的関係を持ち、社会問題に

対応した取組が重要とされた 
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 本町の動き 国の動き 

H8～H17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●平成８年 

第３次美幌町社会教育中期計画策定 

※美幌町社会教育基礎調査をもとに

生涯学習の考え方を計画に盛り込

んだ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●平成 13 年 

第４次美幌町社会教育中期計画策定 

※社会教育振興上の課題を 5 項目に

整理し、課題解決に向けた横断的

な取組をまとめた 

 

 

 

●平成 14 年 

子どもたちの健全育成への方針策定 

↓ 

●平成 16 年 

美幌町青少年健全育成推進プラン 

「びほろ青少年輝きプラン 2004」

策定 

●平成８年 生涯学習審議会答申 

「地域における生涯学習機会への充実

方策について」 

 ※当面する課題に対し、地域社会の中

で様々な学習機会を提供している機

関や施設の生涯学習機能の充実 

↓ 

●平成 11 年 生涯学習審議会答申 

「青少年の【生きる力】をはぐくむ地 

域社会の環境の充実方策について」 

 ※子どもの心を豊かに育むためには、

家庭や地域社会で様々な体験活動の

機会を子どもたちに「意図的」「計画

的」に提供する必要がある 

↓ 

●平成 12 年 生涯学習審議会答申 

「新しい情報通信技術を活用した生涯

学習の振興方策について」 

 ※いつでも、どこでも、誰でも情報を

活用できるようにするため、生活体

験や自然体験などの学習機会を充実

することに配慮しつつ、新しい情報

通信技術を活用した学習機会の拡大

が必要 

↓ 

●平成 14 年 中央教育審議会答申 

「青少年の奉仕活動・体験活動の推進

方策等について」 

 ※幅広く「奉仕活動」について、日常

的に活動を行い、個人が社会に参画

し相互に支え合うような社会を目指

すことが必要 
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 本町の動き 国の動き 

H18～H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●平成 18 年 

第５次美幌町社会教育中期計画策定 

※社会教育振興上の課題を 5 項目に

整理し、社会参加活動の促進を中

心に課題解決に向けた横断的な取

組をまとめた 

美幌町子どもの読書推進計画策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

●平成 23 年 

第６次美幌町社会教育中期計画策定 

※社会教育振興上の課題を 5 項目に

整理し、社会参加活動の促進を中

心に課題解決に向けた横断的な取

組をまとめたほか、美幌町青少年

健全育成推進プランの内容を統合

する形で引き継いだ 

第２次美幌町子どもの読書推進計画

策定 

第６次美幌町社会教育中期計画 

単年度評価開始 

 ※第６次計画で設定した５つの課題 

に対し、各施設別の事業評価（行 

政評価）をもとに各課題で定めて

いる「みんなで見つめるポイン

ト」の単年度での成果を社会教育

委員が確認・評価。次期計画の基

礎資料とすることとした 

↓ 

●平成 18 年 教育基本法改正 

 ※公共の精神や伝統と文化の尊重を協

調し、生涯学習に関する条文を追加 

↓ 

●平成 19 年 中央教育審議会答申 

「次代を担う自立した青少年の育成に 

向けて」 

※青少年の意欲を高め、心と体の相伴

った成⾧を促すための重視すべき視

点と方策が示された 

↓ 

●平成 20 年 中央教育審議会答申 

「新しい時代を切り拓く生涯学習の振 

興方策について」 

※個々の持つ「知」を社会に還元し、

社会全体の持続的な教育力向上に貢

献するとした「知の循環型社会」の

構築が必要 

社会教育法・博物館法・図書館法改正 

 ※教育基本法の改正を踏まえた規程の

整備、社会教育施設の運営能力の向

上、専門職員の資質向上と資格要件

の見直し 

↓ 

●平成 24 年 子ども・子育て支援法制定 

 ※家庭・学校・地域・職場・その他社会

のあらゆる分野の全ての構成員がそれ

ぞれの役割に基づき相互協力する旨が

明記された 
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 本町の動き 国の動き 

H18～H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓ 

●平成 27 年 

第７次美幌町社会教育中期計画策定 

※第４次計画で設定され第６次計画

まで引き継いできた課題を全て見

直し、急激に変化する社会環境や

本町を取り巻く教育の現状や問題

点を踏まえて新たな３項目の推進

目標を定め、各施設の連携・協力

を重視し、今後６年間推進する具

体的取組をまとめた 

第３次美幌町子どもの読書推進計画

策定 

社会教育委員による事業視察開始 

※第７次計画の推進状況について、

行政評価のみならず社会教育委員

が事業を直接視察し客観的に評価

してもらう必要があることから、

社会教育委員１３名を４グループ

に分けて事業視察を開始 

●平成 25 年 中央教育審議会答申 

「今後の青少年の体験活動について」 

※未来の社会を担う全ての青少年に人

間的な成⾧に不可欠な体験を経験さ

せるために、教育活動の一環として

体験活動の機会を意図的・計画的に

創出することが明記 

↓ 

●平成 25 年 第２期教育振興計画 

 ※教育行政の「４つの方向性」として

①社会を生き抜く力の養成②未来へ

の飛躍を実現する人材養成③学びの

セーフティネットの構築④絆づくり

と活力あるコミュニティの形成が定

められた 

↓ 

●平成 27 年 中央教育審議会答申 

「新しい時代の教育や地方創生の実現

に向けた学校と地域の連携・協働の在

り方と今後の推進方策について」 

※これからの学校と地域の目指すべき

連携・協働の姿と、コミュニティス

クールの在り方・推進方策について

示された 

H28～R8 

 

 ●平成 30 年 第３期教育振興計画 

※教育施策に関する基本的な方針とし

て①夢と志を持ち可能性に挑戦する

ために必要となる力の育成②社会の

持続的な発展をけん引するための多

様な力の育成③生涯学び活躍できる

環境整備④誰もが社会の担い手とな

るための学びのセーフティネット構

築⑤教育施策推進のための基盤整備

が定められた 

↓ 
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 本町の動き 国の動き 

H28～R8 

 

↓ 

●令和 4 年 

第８次美幌町社会教育中期計画策定 

※第７次計画期間の成果と計画期間

中に新たに取り組む必要があると

考えられる事項について、社会教

育委員による２か年（R1～R2）の

議論を踏まえ、新たに３項目の推

進目標を設定。決定した推進目標

に基づく各課協議を中心に策定委

員会で議論を行った 

第４次美幌町子どもの読書推進計画

策定 

●平成 30 年 中央教育審議会答申 

「人口減少時代の新しい地域づくりに

向けた社会教育の振興方策について」 

※今後の地域における社会教育の在り

方として①社会教育を基盤とした

「人づくり」「つながりづくり」「地

域づくり」②開かれ、つながる社会

教育の実現のほか、今後の社会教育

施設の所管の考え方についても示さ

れた 
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